
厚
生
省
高
齢
者
介
護
対
策
本
部
事
務
局

は
じ
め
に

平
成
八
年
一
月
三
十
一
日
、
老
人
保
健
福

祉
審
議
会
（
会
長
　
鳥
居
泰
彦
慶
応
義
塾
長
）

は
、
「
新
た
な
高
齢
者
介
護
制
度
に
つ
い
て

（
第
二
次
報
告
）
」
を
取
り
ま
と
め
、
菅
厚
生

大
臣
に
提
出
し
た
。

同
審
議
会
に
お
い
て
、
平
成
七
年
二
月
に

新
介
護
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
審
議
が
開
始

さ
れ
た
後
、
同
年
七
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ

た
中
間
報
告
で
は
、
新
た
な
高
齢
者
介
護
シ

ス
テ
ム
の
確
立
の
必
要
性
や
そ
の
基
本
的
考

え
方
及
び
今
後
の
検
討
に
お
け
る
主
な
論
点

な
ど
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
同
審

議
会
で
は
、
介
護
給
付
、
制
度
及
び
基
盤
整

備
に
関
す
る
三
分
科
会
を
設
置
し
て
、
精
力

的
に
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

新
た
に
提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
水

準
と
そ
れ
を
支
え
る
負
担
の
問
題
は
、
本
来
、

表
裏
一
体
で
あ
る
が
、
両
方
に
つ
い
て
同
時

に
議
論
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
審
議
会
に
お
け
る
検
討
の
進
展
に
伴

っ
て
、
国
民
の
間
で
、
ど
の
よ
う
な
介
護
サ

ー
ビ
ス
が
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
提
供
さ

れ
る
の
か
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
・
水
準

は
現
在
に
比
べ
、
ど
の
程
度
改
善
す
る
の
か

と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
期
待
と
関
心
が
高
ま

っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
①
で
き
る
限
り
情

報
を
公
開
す
る
観
点
も
踏
ま
え
、
ま
ず
、
サ

ー
ビ
ス
面
に
関
し
て
一
応
の
結
論
を
ま
と
め

た
第
二
次
報
告
を
提
出
す
る
、
②
そ
の
後
、

国
民
各
層
に
お
け
る
広
範
な
議
論
を
取
り
入

れ
な
が
ら
、
公
的
介
護
保
険
の
制
度
や
費
用

負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ

れ
を
受
け
て
、
再
度
、
給
付
内
容
の
在
り
方

も
検
討
し
、
新
制
度
の
全
体
像
に
つ
い
て
最

終
的
に
意
見
を
取
り
ま
と
め
る
、
と
い
う
い

わ
ば
二
段
階
方
式
を
採
る
こ
と
と
な
っ
た
。

従
っ
て
、
今
回
の
報
告
は
、
介
護
給
付
及

び
基
盤
整
備
分
科
会
の
議
論
を
基
に
、
す
な

わ
ち
、
新
た
な
高
齢
者
介
護
制
度
の
下
で
提

供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
具
体
的
な
内
容
、

水
準
、
利
用
手
続
や
そ
の
実
現
の
た
め
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
の
在
り
方
に
関
し

て
で
き
る
限
り
具
体
的
に
考
え
方
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
、
制
度
や
費
用
負
担
の
在
り
方

に
つ
い
て
は
、
制
度
分
科
会
で
検
討
さ
れ
た
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主
な
論
点
と
基
本
的
な
考
え
方
に
関
す
る
議

論
の
概
要
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
次
報
告
の
概
要

第
二
次
報
告
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
1
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
水
準
及
び

利
用
プ
ロ
セ
ス

Ⅰ
．
基
本
理
念

〇
介
護
給
付
の
基
本
理
念
は
、
1
高
齢
者

介
護
に
対
す
る
社
会
的
支
援
、
2
高
齢

者
自
身
に
よ
る
選
択
、
3
在
宅
介
護
の

重
視
、
4
予
防
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
充
実
、
5
総
合
的
、
一
体
的
、
効

率
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
6
市
民
の

幅
広
い
参
加
と
民
間
活
力
の
活
用
と
す

る
。

Ⅱ
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者

〇
痴
呆
性
老
人
を
含
め
要
介
護
状
態
に
あ

る
高
齢
者
を
対
象
者
と
し
、
虚
弱
老
人

に
つ
い
て
も
、
寝
た
き
り
の
予
防
や
自

立
し
た
生
活
へ
の
支
援
に
つ
な
が
る
よ

う
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

〇
若
年
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
プ

ラ
ン
に
基
づ
き
、
ふ
さ
わ
し
い
サ
ー
ビ

ス
提
供
の
実
現
が
望
ま
れ
る
。
サ
ー
ビ

ス
の
谷
間
が
生
じ
な
い
よ
う
、
「
初
老
期

痴
呆
」
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
介
護
保
険

の
給
付
対
象
と
す
る
。

Ⅲ
．
介
護
給
付
の
内
容
・
範
囲

1
．
在
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

〇
在
宅
サ
ー
ビ
ス
は
 
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス
 
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
　
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
（
デ
イ
ケ
ア
、

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
を
含
む
）
 
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
 
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
 
福

祉
用
具
サ
ー
ビ
ス
と
し
、
二
四
時
間
対

応
型
巡
回
サ
ー
ビ
ス
や
痴
呆
性
老
人
向

け
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
も
積

極
的
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

医
学
的
管
理
、
口
腔
管
理
、
薬
剤
管

理
指
導
住
宅
改
修
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

〇
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
新
ゴ

ー
ル
ド
プ
ラ
ン
で
想
定
す
る
サ
ー
ビ
ス

水
準
を
踏
ま
え
つ
つ
、
新
制
度
に
ふ
さ

わ
し
い
水
準
を
目
指
す
も
の
と
し
、
具

体
的
な
サ
ー
ビ
ス
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。

〇
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
実
現
に
当

た
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
や

財
源
確
保
の
状
況
等
も
踏
ま
え
、
段
階

的
に
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制
の
レ
ベ
ル
を

引
き
上
げ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

2
．
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

〇
施
設
サ
ー
ビ
ス
は
　
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
 
　
老
人
保
健
施
設
　
療
養
型
病

床
群
等
介
護
体
制
の
整
っ
た
医
療
施
設

を
対
象
と
す
る
。

〇
介
護
保
険
の
狙
い
は
、
良
質
の
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
一
般
病
院
に
つ
い
て
は
、

介
護
体
制
を
充
実
し
、
介
護
施
設
へ
の

転
換
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
入
所
者

を
給
付
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
。
転
換
助
成
の
充
実
、
診
療
報
酬

上
の
措
置
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

〇
養
護
老
人
ホ
ー
ム
も
、
介
護
体
制
の
充

実
強
化
を
図
り
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
へ
の
全
部
又
は
一
部
転
換
や
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
の
併
設
を
促
進
す
る
。

〇
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
、
有

料
老
人
ホ
ー
ム
の
居
住
者
の
う
ち
要
介

護
の
人
に
対
し
て
は
介
護
保
険
か
ら
在

宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

3
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
主
体
に
つ
い
て

〇
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
主
体
に
つ
い
て
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は
、
当
面
、
現
行
の
事
業
主
体
を
基
本

と
す
る
こ
と
が
適
当
だ
が
、
利
用
者
本

位
の
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い

う
観
点
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
性
格

等
に
応
じ
、
で
き
る
限
り
多
様
な
主
体

の
参
加
を
求
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
方
法

1
．
基
本
的
な
考
え
方

〇
高
齢
者
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
、

利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
、
決
定

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ
れ
に
対
し

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
専
門
家
が
連
携

（
ケ
ア
チ
ー
ム
）
し
て
身
近
な
地
域
で

支
援
す
る
仕
組
み
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
）
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

〇
要
介
護
認
定
と
個
別
の
ケ
ア
計
画
（
ケ

ア
プ
ラ
ン
）
の
作
成
は
区
分
し
て
考
え

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
が
、
で
き
る
限

り
両
者
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

2
．
要
介
護
認
定
に
つ
い
て

〇
要
介
護
認
定
は
、
保
険
者
が
そ
の
責
任

と
権
限
に
基
づ
き
、
「
高
齢
者
が
介
護
が

必
要
な
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
を
一
定

の
基
準
に
よ
り
確
認
す
る
行
為
」
で
あ

り
、
第
三
者
機
関
の
よ
う
な
組
織
を
設

け
、
公
正
な
専
門
家
が
客
観
的
基
準
に

基
づ
き
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

〇
要
介
護
認
定
を
で
き
る
限
り
迅
速
に
行

う
な
ど
利
用
者
の
便
宜
に
配
慮
し
、
ま

た
、
要
介
護
認
定
に
対
す
る
不
服
申
し

立
て
な
ど
の
仕
組
み
を
確
立
す
べ
き
で

あ
る
。

2
．
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
に
つ
い
て

〇
ケ
ア
チ
ー
ム
が
、
高
齢
者
や
家
族
の
相

談
に
応
じ
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
適
切
に
把

握
し
た
上
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
と
の
調
整

を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

Ⅴ
．
家
族
介
護
に
つ
い
て

〇
家
族
介
護
に
対
す
る
現
金
支
給
に
つ
い

て
は
、
積
極
的
な
意
見
と
消
極
的
な
意

見
が
あ
り
、
さ
ら
に
今
後
の
広
範
な
国

民
的
議
論
を
期
待
す
る
。

第
2
　
高
齢
者
介
護
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
基

盤
の
整
備

Ⅰ
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
の
整
備
に
つ
い

て〇
高
齢
者
の
た
め
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤

は
、
重
要
な
社
会
資
本
。
地
域
の
特
性

を
踏
ま
え
た
上
で
、
国
や
地
方
公
共
団

体
は
そ
の
責
任
を
踏
ま
え
、
サ
ー
ビ
ス

モ
デ
ル
で
示
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
水
準
の

段
階
的
な
達
成
に
向
け
て
、
基
盤
の
整

備
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Ⅱ
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人
材
の
養
成
・

確
保
、
質
の
向
上
に
つ
い
て

〇
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
実
現
に
向
け

て
、
計
画
的
な
人
材
の
養
成
、
確
保
が

重
要
で
あ
る
。

Ⅲ
．
予
防
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実

〇
高
齢
者
に
関
す
る
維
持
期
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
の
充
実
を
図
る
た
め
、
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
、
医
療

的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
強

化
等
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

Ⅳ
．
経
過
措
置

〇
新
制
度
の
施
行
に
当
た
っ
て
の
移
行
の

プ
ロ
セ
ス
や
経
過
措
置
な
ど
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
3
　
費
用
負
担
・
制
度
に
関
す
る
主
な
論

点
と
客
観
的
な
考
え
方

費
用
負
担
・
制
度
の
在
り
方
に
関
し
て
、

制
度
分
科
会
で
検
討
さ
れ
た
主
な
論
点
と
基
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本
的
な
考
え
方
に
関
す
る
議
論
の
概
要
を
整

理
し
、
提
示
す
る
。

今
後
の
展
望

今
回
の
報
告
を
取
り
ま
と
め
た
後
、
老
人

保
健
福
祉
審
議
会
で
は
、
引
き
続
い
て
、
公

的
介
護
保
険
の
制
度
や
費
用
負
担
の
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
厚
生

省
と
し
て
も
、
同
審
議
会
の
最
終
意
見
が
ま

と
ま
り
次
第
、
速
や
か
に
関
係
法
案
を
作
成

し
、
今
国
会
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。

新
制
度
は
現
在
の
社
会
保
障
制
度
を
抜
本

的
に
組
み
換
え
る
大
改
革
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
国
民
的
な
議
論
を
尽
く
し
、
幅
広
い

合
意
の
形
成
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
新

介
護
シ
ス
テ
ム
の
創
設
は
以
下
に
み
る
通
り
、

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

1
　
平
成
六
年
九
月
に
社
会
保
障
制
度
審
議

会
・
社
会
保
障
将
来
像
委
員
会
に
お
い
て
、

公
的
介
護
保
険
制
度
の
創
設
が
提
唱
さ
れ

て
以
来
、
老
人
保
健
福
祉
審
議
会
に
お
い

て
三
〇
回
を
超
え
る
検
討
が
行
わ
れ
、
ま

た
、
医
療
・
福
祉
の
関
係
団
体
に
と
ど
ま

ら
ず
、
経
営
者
関
係
、
労
働
組
合
関
係
、

地
方
関
係
な
ど
多
数
の
団
体
で
積
極
的
な

検
討
が
行
わ
れ
、
意
見
が
公
表
さ
れ
て
い

る
。
更
に
、
連
立
与
党
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
に
お
い
て
も
既
に
相
当
の
議
論

が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。

2
　
寝
た
き
り
の
世
話
に
疲
れ
、
十
分
な
睡

眠
も
採
れ
ず
、
時
に
は
お
互
い
に
憎
し
み

合
う
と
い
う
深
刻
な
介
護
問
題
に
直
面
し

て
い
る
家
庭
に
と
っ
て
、
待
っ
た
な
し
で

社
会
的
な
支
援
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
が
切

実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
全
国
の
市
町
村

に
お
い
て
も
、
六
十
五
歳
以
上
人
口
の
割

合
が
二
五
％
以
上
の
市
町
村
が
二
二
三
（
六

・
六
％
）
、
二
〇
％
以
上
で
は
八
三
七
（
二

四
・
八
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
に
よ

っ
て
は
、
す
で
に
超
高
齢
化
社
会
が
到
来

し
て
い
る
。

3
　
全
体
と
し
て
も
二
一
世
紀
に
入
っ
て
急

速
に
高
齢
化
が
進
む
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、

特
に
団
塊
の
世
代
が
高
齢
者
の
仲
間
入
り

を
す
る
二
〇
一
〇
年
以
降
は
、
厳
し
い
上

り
坂
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
、
安
心
し

て
老
後
を
迎
え
ら
れ
る
介
護
制
度
が
確
立

し
て
い
な
け
れ
ば
、
超
高
齢
化
社
会
を
乗

り
切
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。

4
　
昭
和
三
十
三
年
末
に
国
民
健
康
保
険
法

が
成
立
し
た
後
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
に

国
民
皆
保
険
を
達
成
、
そ
の
後
、
給
付
内

容
の
改
善
に
重
点
を
移
し
、
徐
々
に
七
割

給
付
へ
と
移
行
、
そ
し
て
高
額
療
養
費
支

給
制
度
に
関
す
る
法
改
正
が
昭
和
四
十
八

年
に
成
立
し
た
。
同
様
に
、
何
度
も
手
直

し
を
重
ね
な
が
ら
新
し
い
介
護
制
度
が
成

熟
し
、
十
全
の
機
能
を
発
揮
す
る
ま
で
に

は
、
一
定
の
年
月
が
必
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
で
き
る
限
り
早
い
時
期

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
で
き
る
こ
と
か
ら
段

階
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
な
お
、
法
成
立
後
、
制
度
実
施
に
十

分
な
準
備
や
周
知
期
間
を
設
け
円
滑
な
移

行
や
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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